
 

 

平成 20 年 1 月 8 日 

各   位 

 

 

 

当社子会社「株式会社グッドウィル」の東京労働局への弁明書の提出について 

 

記 

 
 当社子会社である株式会社グッドウィル（以下グッドウィル）は、平成 19 年 12 月 19 日付けで、

東京労働局より、予定される不利益処分について、行政手続法第 13 条第 1項第 2号の規定に基づ

き、弁明の機会を付与することを通知されておりました。 

これを受け、本日、東京労働局へ弁明書を提出致しましたので、お知らせ致します。 

 

今後、東京労働局から不利益処分が決定する見込みです。 

 

お客様及び登録スタッフの皆様をはじめ関係者の方々、株主の皆様に、大変ご迷惑及びご心配をお

掛けしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます。 

以上 
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